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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　消毒液が貯留されたボトル本体が消毒液用トレーの収納部に収納される消毒液用ボトル
において、
　前記ボトル本体は、
　口部を有する剛性部と、
　消毒液が貯留されている状態のとき第１形状であって、消毒液を排出した状態ときには
第１形状から第２形状に変形可能な蛇腹形状部であって、該消毒液を排出した状態におい
て押しつぶし可能な縮小部である変形部と、を具備し、
　前記剛性部は、前記収納部に設けられた係合部に配置される一対の保持溝を備えること
を特徴とする消毒液用ボトル。
【請求項２】
　口部を有する剛性部及び消毒液が貯留されている状態のとき第１形状であって、消毒液
を排出した状態において押しつぶされて第２形状に変形可能な変形部を備えるボトル本体
と、
　装置本体から引き出し自在で前記ボトル本体が収納される収納部を備え、該収納部を前
記装置本体に対して摺動自在な第１摺動部材の収納空間及び第１摺動部材に対して摺動自
在な第２摺動部材の収納空間で構成する消毒液用トレーと、
　　を具備することを特徴とする内視鏡洗浄消毒装置。
【請求項３】
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　前記消毒液用トレーは、前記第２摺動部材が前記第１摺動部材に対して摺動可能な状態
と、前記第２摺動部材及び前記第１摺動部材が一体で摺動可能な状態とに切り換える切換
手段を有することを特徴とする請求項２記載の内視鏡洗浄消毒装置。
【請求項４】
　前記剛性部は一対の保持溝を備え、該保持溝が前記収納部を構成する第１摺動部材の収
納空間に設けられた係合部に配置される構成において、
　前記ボトル本体の容量は、前記変形部の該ボトル本体の長手軸方向の長さを調整して設
定可能であることを特徴とする請求項２記載の内視鏡洗浄消毒装置。
【請求項５】
　口部を有する剛性部及び消毒液が貯留されている状態のとき第１形状であって、消毒液
を排出した状態において押しつぶされて第２形状に変形可能な変形部を備えるボトル本体
と、
　前記ボトル本体の口部が配設して保持される保持部と、薬液タンクに消毒液を供給する
薬液管路の一端が接続される接続部とを備えて構成される注液口の開口が、内視鏡収納口
に隣設する上面に位置する装置本体と、
　　を具備する内視鏡洗浄消毒装置において、
　前記ボトル体は、変形部の底面に、空気抜き栓が配設可能な薄肉部を備えることを特徴
とする内視鏡洗浄消毒装置。
【請求項６】
　前記空気抜き栓は、消毒液が漏れることを防止する第１フィルタと、消毒液の臭気が漏
れることを防止する第２フィルタとを備えることを特徴とする請求項５に記載の内視鏡洗
浄消毒装置。
【請求項７】
 さらに、前記注液口の保持部に保持されたボトル体の変形部が押圧変形されることを防
止する筒状の保護部材を備えることを特徴とする請求項５に記載の内視鏡洗浄消毒装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、消毒液が貯留されている消毒液用ボトル及びその消毒液用ボトルが配設され
る内視鏡洗浄消毒装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　内視鏡は、医療分野及び工業用分野において広く利用されている。医療分野用の内視鏡
は、検査及び治療を目的として体腔内に挿入して使用されるため、一度使用した内視鏡は
必ず洗浄消毒される。そして、一度使用された内視鏡の洗浄消毒を行う場合に、例えば、
内視鏡洗浄消毒装置が使用される。
【０００３】
　特開２００６－２３０４９３号公報には、ボトル内の液を速やかに薬液タンクに注入さ
れる流路を確実に形成する、内視鏡洗浄消毒装置が提案されている。この内視鏡洗浄消毒
装置においては、洗浄消毒装置本体の前方に対して引き出し自在な消毒液用トレーを備え
ており、該消毒液用トレー内に濃縮された消毒液を貯留したボトルと緩衝剤が貯留したボ
トルとが収納されるようになっている。そして、消毒液用トレーを洗浄消毒装置本体内に
押し戻すことによって、それらボトルがボトル配設部に配設されて、ボトル内の液が速や
かに薬液タンクに注入される。
【０００４】
　また、特開平１１－１３７５０６号公報には、消毒液の交換作業時に作業者が消毒液の
蒸気や飛沫にさらされる等の虞れを回避することのできる内視鏡洗浄消毒装置が提案され
ている。この内視鏡洗浄消毒装置においては、例えばトップカバーに消毒液タンクに消毒
液を供給するための消毒液用ボトルを接続するコネクタ部が設けられている。そして、消
毒液用ボトルの口部をコネクタ部の装着部に取り付けることによって、ボトル内の液が洗
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浄槽を介して薬液タンクに注入される。
【０００５】
　薬液タンクに供給される消毒液は、内視鏡洗浄消毒装置に対応する規格のボトルでユー
ザーに提供されているが、近年、規格のボトルより大容量のボトルを使用したいという要
望がある。また、その一方で、内視鏡洗浄消毒装置の更なるコンパクト化が望まれている
。
【０００６】
　しかしながら、規格のボトルより大容量のボトルを使用する場合、前記特開２００６－
２３０４９３号公報の洗浄消毒装置では、図２８の破線に示すようにボトル１１１の占有
スペースが規格のボトル１１０より大きくなることによって、ボトル１１１を収納する消
毒液用トレー１１２ａが内視鏡洗浄消毒装置１００の装置正面１０１からＬ１だけ出っ張
ってしまう不具合が発生する。一方、規格のボトルの場合でも、装置のコンパクト化を図
る目的で、装置正面１０１の位置を例えばＬ２だけ薬液タンク１１３側に近づけると、二
点鎖線に示す装置正面１０２からＬ２だけ消毒液用トレー１１２が該装置正面１０２から
出っ張ってしまう不具合が発生する。
【０００７】
　一方、特開平１１－１３７５０６号公報の内視鏡洗浄消毒装置では、トップカバーに大
容量のボトルが設けられることによって、該トップカバーの開け閉めの際等に該ボトルが
作業に支障を来す虞れがある。
【０００８】
　本発明は上記事情に鑑みてなされたものであり、装置を大型化することなく大容量のボ
トルによる消毒液の薬液タンクへの供給を可能にして、且つ、装置の小型化をも可能にす
る消毒液用ボトル及びこのボトルが配設される内視鏡洗浄消毒装置を提供することを目的
としている。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の消毒用ボトルは、消毒液が貯留されたボトル本体が消毒液用トレーの収納部に
収納される消毒液用ボトルであって、前記ボトル本体は、口部を有する剛性部と、消毒液
が貯留されている状態のとき第１形状であって、消毒液を排出した状態ときには第１形状
から第２形状に変形可能な蛇腹形状部であって、該消毒液を排出した状態において押しつ
ぶし可能な縮小部である変形部と、を具備し、前記剛性部は、前記収納部に設けられた係
合部に配置される一対の保持部を備えている。
【００１０】
　一方、本発明の内視鏡洗浄消毒装置は、口部を有する剛性部及び消毒液が貯留されてい
る状態のとき第１形状であって、消毒液を排出した状態において押しつぶされて第２形状
に変形可能な変形部を備えるボトル本体と、装置本体から引き出し自在で前記ボトル本体
が収納される収納部を備え、該収納部を前記装置本体に対して摺動自在な第１摺動部材の
収納空間及び第１摺動部材に対して摺動自在な第２摺動部材の収納空間で構成する消毒液
用トレーとを具備している。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】図１乃至図９は本発明の第１実施形態に係り、図１は消毒液用トレーを備える内
視鏡洗浄消毒装置の構成を説明する図
【図２】消毒液用ボトルの構成を説明する斜視図
【図３】薬液タンクと消毒液用トレーと、ボトル本体との関係を説明する図
【図４】引き出し状態の消毒液用トレーの構成を説明する図
【図５】引き出し状態の消毒液用トレーの収納部にボトル本体を収納した状態を説明する
図
【図６】消毒液用トレーの収納部に収納されたボトル本体を移動させて閉塞部開放部が閉
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塞部に当接している状態を説明する図
【図７】ボトル本体内に貯留されている消毒液が薬液タンク内に供給されている状態を説
明する図
【図８】第２摺動部材が第１摺動部材内に収容されて、蛇腹形状部が第２形状である縮小
形状に変形した状態を説明する平面図
【図９】第２摺動部材が第１摺動部材内に収容されて、蛇腹形状部が第２形状である縮小
形状に変形した状態を側面から説明する図及びそのときの薬液タンク内に供給された消毒
液の水位を示す図
【図１０】図１０乃至図１２は消毒液用トレーをモータ駆動によって装置本体内に収容す
る構成に係り、図１０は移動機構と消毒液用トレーとの関係を説明する模式図
【図１１】第１移動機構によって第１摺動部材を移動操作している状態を説明する図
【図１２】第２移動機構によって第２摺動部材を移動操作している状態を説明する図
【図１３】ストッパ部材、レバー等を取り外した消毒液用トレーと、ボトル本体との関係
を説明する図
【図１４】引き出し状態の図１５に示す消毒液用トレーの構成を説明する図
【図１５】図１５乃至図２１は本発明の第２実施形態に係り、図１５は装置本体の上面に
備えられた注液口にボトル本体が装着される内視鏡洗浄消毒装置の構成を説明する図
【図１６】消毒液用ボトルの構成を説明する正面図
【図１７】注液口の構成を説明する図
【図１８】ボトル本体内の消毒液が薬液タンクに向けて排出されている状態を示す図
【図１９】ボトル本体内の消毒液が排出された状態を示す断面図
【図２０】ボトル本体が備える蛇腹形状部の第１形状と第２形状とを説明する図
【図２１】蛇腹形状部を有するボトル本体の内視鏡洗浄消毒装置に対する効果を説明する
図
【図２２】図２２及び図２３はボトル本体の他の構成例にかかり、図２２は空気抜き用栓
と、空気抜き用栓が取り付けられるボトル本体との構成を説明する図
【図２３】ボトル本体に取り付けられた空気抜き用栓の作用を説明する図
【図２４】注液口に装着されたボトル本体を保護する枠体を説明する図
【図２５】図２５乃至図２７は本発明の第３実施形態に係り、図２５はボトル本体が装着
される注液口を内視鏡洗浄消毒装置の装置本体の上面に備えられたフレキシブル管の端部
に設けた構成を説明する図
【図２６】ボトル本体内の消毒液を薬液タンク内に注入している状態を説明する図
【図２７】ボトル本体がトップカバーと干渉することを防止する状態を説明する図
【図２８】従来の内視鏡洗浄消毒装置のトレーに大容量のボトルを収納したときの不具合
及び、内視鏡洗浄消毒装置の小型化を図るときの不具合を説明する図
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。　
　図１乃至図９を参照して本発明の第１実施形態を説明する。
【００１３】
　図１に示すように内視鏡洗浄消毒装置１は、使用済みの内視鏡９０を洗浄、消毒するた
めの装置であり、装置本体２と、その上部に、例えば図示しない蝶番を介して開閉自在に
接続された蓋体であるトップカバー３とにより、主要部が構成されている。
【００１４】
　装置本体２とトップカバー３とは互いに対向する位置関係で設けられ、該トップカバー
３に設けられている例えばラッチ３ａが取付部２ａに配設されることによって、トップカ
バー３が装置本体２に対して閉じられた状態になる。
【００１５】
　装置本体２の操作者が近接する図中前面（以下、装置正面と称す）２ｆであって、例え
ば左半部側の上部には、洗剤／アルコールトレー１１が装置本体２の前方へ引き出し自在
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に配設されている。
【００１６】
　洗剤／アルコールトレー１１には、内視鏡９０を洗浄する際に使用される洗浄剤が貯留
される洗剤タンク１１ａ、及び洗浄消毒後の内視鏡９０を乾燥する際に使用されるアルコ
ールが貯留されるアルコールタンク１１ｂが収納されている。洗剤／アルコールトレー１
１には、２つの窓部１１ｍが設けられており、該窓部１１ｍを介して、各タンク１１ａ、
１１ｂに注入されている洗浄剤及びアルコールの残量を操作者の目で確認できるようにな
っている。
【００１７】
　また、装置本体２の装置正面２ｆであって、例えば右半部側の上部には、消毒液用トレ
ー１２が、装置本体２の前方へ引き出し自在に配設されている。消毒液用トレー１２の収
納部１２ａ内には、内視鏡９０を消毒する際に使用される、例えば過酢酸等の消毒液が貯
留された後述するボトル本体（図２の符号３１参照）が収納されている。消毒液用トレー
１２が引き出し自在な構成により、ボトル本体３１は交換自在に収納できるようになって
いる。なお、符号１２ｂはストッパー操作用レバー（以下、レバーと略記する）であり、
実線に示す直立状態から破線に示す横倒し位置まで移動させることによって、後述するピ
ン（図３の符号４１参照）が突出されて消毒液用トレー１２を構成する後述する第１摺動
部材（図３の符号５参照）と第２摺動部材（図３の符号６参照）とが一体的に固定される
ようになっている。
【００１８】
　さらに、装置本体２の装置正面２ｆであって、消毒液用トレー１２の上部には、洗浄消
毒時間の表示や、消毒液を加温するための指示釦等が配設されたサブ操作パネル１３が配
設されている。
【００１９】
　また、装置本体２の装置正面２ｆの下部には、装置本体２に対して閉じられている状態
のトップカバー３を、操作者の踏み込み操作によって、図に示すように上方に開くための
ペダルスイッチ１４が配設されている。
【００２０】
　一方、装置本体２の上面の、例えば操作者が近接する装置正面２ｆ側の両端寄りには、
装置本体２の洗浄、消毒動作スタートスイッチ、及び洗浄、消毒モード選択スイッチ等の
設定スイッチ類が配設されたメイン操作パネル２１が設けられている。
【００２１】
　また、装置本体２の上面であって、操作者が近接する装置正面２ｆとは対向する側に、
装置本体２に水道水を供給するための、水道栓に接続された図示しないホースが接続され
る給水ホース接続口２２が配設されている。
【００２２】
　さらに、装置本体２の上面の略中央部には、内視鏡収納口をトップカバー３によって開
閉される、内視鏡９０が収納自在な洗浄消毒槽４が設けられている。洗浄消毒槽４は、槽
本体４ａと該槽本体４ａの内視鏡収納口の外周縁に連続して周設されたテラス部４ｂとに
より構成されている。
【００２３】
　槽本体４ａの底面４ｃには、該槽本体４ａに供給された洗浄液、水、アルコール、消毒
液等をこの槽本体４ａから排水するための排水口２３が設けられている。また、槽本体４
ａの側面４ｄの任意の位置には、槽本体４ａに供給された洗浄液、水、消毒液等を、循環
させる循環口２４が設けられている。
【００２４】
　前記消毒液用トレー１２の収納部１２ａには図２に示す消毒液用ボトル３０のボトル本
体３１が収納される。消毒液用ボトル３０は、消毒液が貯留される箱状のボトル本体３１
であって、該ボトル本体３１は剛性部３２と、変形部３３とを備えている。
【００２５】
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　剛性部３２は、その中途部に一対の保持溝３４を備えている。保持溝３４は凹み溝であ
って、後述する消毒液用トレー１２に設けられた保持部（図４等の符号５ｂ参照）が配置
される。剛性部３２の先端側には、貯留されている消毒液が排出される開口３５ａを備え
る略円筒形状の口部３５が設けられている。口部３５には例えば破線に示すキャップ３６
を取り付けられるようにしてもよい。
【００２６】
　口部３５内には開口３５ａを閉塞する閉塞部３７が設けられている。閉塞部３７の外周
は薄肉部３７ａとして構成され、該薄肉部３７ａは口部３５の内周面全体に渡って設けら
れている。
【００２７】
　変形部３３は蛇腹形状部であり、以下の実施形態の説明において該変形部３３を蛇腹形
状部３３と記載する。蛇腹形状部３３は、貯留されていた消毒液がボトル本体３１内から
排出された後、開口３５ａに対向する底面側の底部端面３８を該開口３５ａに向けて押圧
することによって、押しつぶし可能（後述する図８、図９参照）な縮小部である。
【００２８】
　つまり、蛇腹形状部３３は消毒液が貯留されている第１形状と、消毒液がボトル本体３
１内から排出された後、底部端面３８を押圧して押しつぶされた第２形状とに変形可能で
ある。
【００２９】
　図３に示すように薬液タンク２５には薬液管路２６の一端が接続されている。薬液管路
２６の他端はボトル配設部２７に接続されている。ボトル配設部２７は、案内部材２８に
対して所定の位置関係及び状態で対向して配置されている。符号２９は閉塞部開放部であ
って、消毒液用トレー１２に収納されたボトル本体３１が案内部材２８に沿ってボトル配
設部２７に配設されることによって、閉塞部３７の薄肉部３７ａが閉塞部開放部２９によ
って突き破られるようになっている。
【００３０】
　薬液タンク２５には、薬液タンク２５内に貯留される消毒液の液量を段階的に検知する
ための長さの異なる複数の電極センサ８１ａ、８１ｂ、８１ｃ、８１ｄ、８１ｅを備えた
液量検知センサ８０が設けられている。
【００３１】
　第１電極センサ８１ａはアース用の電極である。第２電極センサ８１ｂは第１の消毒液
の水位を検出する第１消毒液水位検出センサであって、第１消毒液用ボトル３０Ａから薬
液タンク２５に供給される消毒液の液量を検知する電極である。第３電極センサ８１ｃは
濃縮度の異なる第２の消毒液の水位を検出する第２消毒液水位検出センサであって、第２
消毒液用ボトル３０Ｂから薬液タンク２５に供給される消毒液の液量を検知する電極であ
る。第４電極センサ８１ｄは希釈液水位検出センサであって、ボトル３０Ａ、３０Ｂの消
毒液を希釈液である水で希釈したときにその水が規定量に達したときの液量の水位を検出
する電極である。第５電極センサ８１ｅは洗浄消毒状態において洗浄消毒槽４に消毒液を
供給するために必要な最低の液量の水位を検出するための電極である。
【００３２】
　なお、本実施形態の内視鏡洗浄消毒装置１は、小型化を図る目的で、装置正面２ｆと薬
液タンク２５の正面側とを近接させた構成になっている。
【００３３】
　図３、図４に示すように消毒液用トレー１２は、第１収納空間５ａを備える第１摺動部
材５と、第２収納空間６ａを備える第２摺動部材６とを備えて構成されている。そして、
収納部１２ａは、第１摺動部材５の第１収納空間５ａと第２摺動部材６の第２収納空間６
ａとを合わせて構成される。
【００３４】
　収納部１２ａには、一対の保持溝３４を備えたボトル本体３１が収納される。そのため
、収納部１２ａを構成する第１摺動部材５の第１収納空間５ａには、例えば消毒液用ボト
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ル３０Ａ、３０Ｂのボトル本体３１Ａ、３１Ｂが備える一対の保持溝３４内に位置決めし
て配置される、係合部５ｂが設けられている。符号５ｃは第２摺動部材摺動面であり、第
２摺動部材６が摺動自在に配置される。符号５ｄは第２摺動部材の当接部６ｂが当接する
第２摺動部材当接面（以下、当接面と略記する）である。第２摺動部材６の当接部６ｂが
当接面５ｄに当接することによって、第２摺動部材６の押し込み操作が停止されて、第２
摺動部材６の背面６ｃが装置正面２ｆと略面一致状態になる。
【００３５】
　第１摺動部材５は、装置本体２に備えられた摺動溝２ｂ内に配置されるレール部５ｅを
備え、案内部材２８に対して摺動自在に構成されている。一方、第２摺動部材６は、第１
摺動部材５に形成されている図示しない長溝に対して摺動自在に配置されるレール部６ｄ
を備え、第１摺動部材５に対して摺動自在に構成されている。
【００３６】
　図３に示すように第１摺動部材５の手元側底面の外部にはストッパ部材４０が設けられ
ている。ストッパ部材４０は切換手段であって、レバー１２ｂの操作に伴って突没するピ
ン４１が設けられている。ピン４１は、レバー１２ｂが前記図１に示すように略直立した
状態から横倒し状態まで倒すことによって突出するように構成されている。そして、第２
摺動部材６の当接部６ｂ側底面の外部所定位置には突出したピン４１が配置される穴（図
４の符号４２参照）が設けられている。
【００３７】
　そして、第２摺動部材６を第１摺動部材５から所定量引き出した状態において、ピン４
１と穴４２とが対向した位置関係になる。この位置関係において、ユーザーによってレバ
ー１２ｂが操作されて横倒し状態に変化することによって、ピン４１が穴４２内に配置さ
れて、第２摺動部材６と第１摺動部材５とが強固に一体的に固定される。
【００３８】
　即ち、本実施形態の消毒液用トレー１２においては、ユーザーがトレー前面に設けられ
た図示しない保持部を把持して、該消毒液用トレー１２を前方側に引き出せる構成になっ
ている。ユーザーが消毒液用トレー１２の引き出し操作を行ったとき、該消毒液用トレー
１２は、第２摺動部材６、第２摺動部材６及び第１摺動部材５が一体の順で装置本体２の
前方側に引き出される。
【００３９】
　具体的には、ユーザーがトレー前面の保持部を把持して、前方側に引き出す操作を行う
と、第２摺動部材６が第１摺動部材５に対して所定量引き出されて、レール部６ｄの図示
しない抜け止め部が長溝（不図示）の手元側端に当接する。この当接状態において、ユー
ザーがさらに第２摺動部材６を前方側に引き出す操作を行うと、第２摺動部材６と第１摺
動部材５とが一体で引き出される。
【００４０】
　そして、引き出した消毒液用トレー１２の収納部１２ａ内に消毒液用ボトル３０Ａ、３
０Ｂ等のボトル本体３１を収納する場合、ユーザーは、前記当接状態においてレバー１２
ｂを横倒し状態にする。すると、ストッパ部材４０のピン４１が突出されて穴４２内に配
置され、第２摺動部材６と第１摺動部材５とが一体的に固定される。この一体固定状態に
おいて、ユーザーがトレー前面の保持部を把持して、前方側に引き出し操作を行ったとき
、第２摺動部材６と第１摺動部材５とが一体で移動される。
【００４１】
　なお、本実施形態の収納部１２ａには、例えば図３に示すように消毒液用ボトル３０Ａ
のボトル本体３１Ａと、消毒液用ボトル３０Ｂのボトル本体３１Ｂとがそれぞれ配設可能
である。ボトル本体３１Ａとボトル本体３１Ｂとを比較したとき、ボトル本体３１Ｂの全
長寸法がボトル本体３１Ａより長く形成されている。
【００４２】
　具体的には、ボトル本体３１Ａ、３１Ｂでは剛性部３２は同形状同寸法で、蛇腹形状部
３３の長さ寸法が異なって構成されている。このため、ボトル本体３１Ｂを収納部１２ａ
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に収納した状態と、ボトル本体３１Ａを収納部１２ａに収納した状態とを比較したとき、
収納部１２ａ内における口部３５の位置が同位置で、押圧部材７の押圧面７ａから底部端
面３８までの間隔が蛇腹形状部３３Ａ、３４Ｂの長さの違い分だけ変化する。本実施形態
においては、ボトル本体３１Ｂを収納部１２ａに収納したとき、底部端面３８が押圧面７
ａに近接し、ボトル本体３１Ａを収納部１２ａに収納したとき、底部端面３８と押圧面７
ａとの間に隙間が生じる。
【００４３】
　このように、蛇腹形状部３３のボトル本体３１の長手軸方向に対する長さ寸法を、適宜
設定することによって、該ボトル本体３１の容量を適宜調整することができる。
【００４４】
　上述のように構成した消毒液用ボトル３０Ｂと、内視鏡洗浄消毒装置１との作用を説明
する。
【００４５】
　まず、ユーザーは、消毒液を薬液タンク２５に供給するにあたって、例えば消毒液用ボ
トル３０Ｂを用意する。また、ユーザーは、消毒液用トレー１２を前記図３、図４に示し
たように引き出し状態にする。
【００４６】
　次に、ユーザーは、ボトル本体３１Ｂを消毒液用トレー１２の収納部１２ａ内に配置す
る。このとき、ユーザーは、図５に示すように第１摺動部材５に設けられている一対の係
合部５ｂにボトル本体３１Ｂに備えられている一対の保持溝３４を配置する。このことに
よって、ボトル本体３１Ｂの口部３５が収納部１２ａ内の所定位置に配置される。
【００４７】
　次いで、ユーザーは、消毒液用トレー１２を装置本体２内に収容するため、トレー前面
、即ち第２摺動部材６の背面６ｃに例えば手のひらを当て、該消毒液用トレー１２を装置
本体２側に向けて押し進めていく。すると、ストッパ部材４０によって一体的に固定され
た第２摺動部材６及び第１摺動部材５が移動されて案内部材２８内に導かれ、収納部１２
ａ内に収納されているボトル本体３１Ｂが案内部材２８に当接する。
【００４８】
　第２摺動部材６及び第１摺動部材５の更なる一体的な移動に伴って、ボトル本体３１Ｂ
の口部３５がボトル配設部２７に向かって案内されていく。そして、図６に示すように閉
塞部３７の薄肉部３７ａにボトル配設部２７に設けられている閉塞部開放部２９が当接す
る。さらに、第２摺動部材６及び第１摺動部材５を押し進められることによって、閉塞部
３７の薄肉部３７ａが閉塞部開放部２９によって突き破られ、それと略同時に、口部３５
の先端面がボトル配設部２７の底部２７ａに当接して第２摺動部材６及び第１摺動部材５
の押し込みが停止される。
【００４９】
　この状態において、図７に示すようにボトル本体３１Ｂ内に貯留されていた消毒液が該
ボトル本体３１Ｂ内から排出されて薬液タンク２５内に供給されていく。そして、薬液タ
ンク２５に供給されたボトル本体３１Ｂ内の消毒液が第３電極センサ８１ｃの検出する第
２消毒液水位に到達すると、例えばブザーが発報されてユーザーにボトル本体３１Ｂ内の
消毒液が全て薬液タンク２５内に供給されたことが報知される。
【００５０】
　なお、第２摺動部材６及び第１摺動部材５を押し進めて発生する力量が、係合部５ｂか
ら保持溝３４に伝達されて、閉塞部３７の薄肉部３７ａが閉塞部開放部２９によって突き
破られる。したがって、第２摺動部材６及び第１摺動部材５を押し進めている間、底部端
面３８には一切の力量がかからないようになっている。また、ボトル本体３１Ｂ内の消毒
液を薬液タンク２５に供給している状態において、第２摺動部材６の手元側は装置正面２
ｆより出っ張った状態である。
【００５１】
　ブザーによってボトル本体３１Ｂ内の消毒液の排出を確認したとき、ユーザーは、レバ
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ー１２ｂを水平状態から直立状態に戻す操作を行う。このことによって、突出されていた
ピン４１が穴４２から抜去されて、第２摺動部材６と第１摺動部材５との一体的な固定状
態が解除される。即ち、第２摺動部材６は第１摺動部材５に対して摺動自在な状態になる
。
【００５２】
　ここで、ユーザーは、再び背面６ｃを押圧する。すると、第２摺動部材６が第１摺動部
材５内に収容されていく。このとき、ボトル本体３１Ｂの底部端面３８に押圧部材７の押
圧面７ａが当接することにより、第２摺動部材６がさらに第１摺動部材５内に収容されて
いくにしたがって、蛇腹形状部３３が徐々に押し縮められていく。
【００５３】
　そして、第２摺動部材６の当接部６ｂが第１摺動部材５の当接面５ｄに当接したとき、
即ち第２摺動部材６の背面６ｃと装置正面２ｆとが略面一致状態になったとき、図８、図
９に示すように第２摺動部材６が第１摺動部材５内に収容されて、蛇腹形状部３３Ｂが第
２形状である縮小形状に変形している。
【００５４】
　なお、収納部１２ａにボトル本体３１Ａを収納した場合においても、上述と同様に閉塞
部３７の薄肉部３７ａが閉塞部開放部２９によって突き破られて、ボトル本体３１Ａ内に
貯留されていた消毒液が該ボトル本体３１Ａ内から排出されて薬液タンク２５内に供給さ
れていく。そして、薬液タンク２５に供給されたボトル本体３１Ａ内の消毒液が第２電極
センサ８１ｂの検出する第１消毒液水位に到達すると、例えばブザーが発報されてユーザ
ーにボトル本体３１Ａ内の消毒液が全て薬液タンク２５内に供給されたことが報知される
。
【００５５】
　この後、ユーザーは、レバー１２ｂを水平状態から直立状態に戻す操作を行って、第２
摺動部材６は第１摺動部材５に対して摺動自在な状態にして、ユーザーは、再び背面６ｃ
を押圧する。
【００５６】
　このとき、ボトル本体３１Ａの蛇腹形状部３３Ａの長手方向寸法は、前記ボトル本体３
１Ｂの蛇腹形状部３３Ｂに比べて短い。このため、第２摺動部材６は、しばらくの間、ボ
トル本体３１Ａの底部端面３８に当接することなく、第１摺動部材５内に収容されていき
、その後に、押圧部材７の押圧面７ａがボトル本体３１Ａの底部端面３８に当接する。
【００５７】
　このことによって、上述と同様に、第２摺動部材６の第１摺動部材５内への収容に伴っ
て、蛇腹形状部３３Ａが徐々に押し縮められていく。そして、第２摺動部材６の当接部６
ｂが第１摺動部材５の当接面５ｄに当接して、第２摺動部材６の背面６ｃと装置正面２ｆ
とが略面一致状態になったとき、前記図８、図９に示したときと略同様に第２摺動部材６
が第１摺動部材５内に収容されて、蛇腹形状部３３Ａが第２形状である縮小形状に変形し
ている。このときのボトル本体３１Ａの長さ寸法と前記ボトル本体３１Ｂの長さ寸法とは
略同寸法である。
【００５８】
　このように、消毒用ボトルのボトル本体を、剛性部と変形部とを設けて構成したことに
よって、ボトル内から消毒液を排出させた状態におけるボトル本体の長手方向長さを、消
毒液がボトル内に貯留されていたときのボトル本体の長さに比べて大幅に縮小することが
できる。
【００５９】
　また、消毒液用トレーを、装置本体に対して摺動自在な第１摺動部材と、第１摺動部材
に対して摺動自在な第２摺動部材とで構成したことによって、収納部に収納されているボ
トル本体内の消毒液が排出された後、第２摺動部材を第１摺動部材に対して押し込んでい
くことによって、ボトル本体の蛇腹形状部を縮小させて、第２摺動部材の背面を装置正面
と面一致状態にすることができる。
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【００６０】
　これらのことによって、装置正面と薬液タンクの正面側とを近接させて装置本体を構成
して、内視鏡洗浄消毒装置の小型化を図れる。
【００６１】
　また、消毒用ボトルの剛性部の形状を同寸法同形状に形成して、蛇腹形状部の長手寸法
だけを適宜設定することによって、蛇腹形状部が第１形状において容量が異なるが、蛇腹
形状部を縮小させた第２形状においては長さ寸法が同寸法になるボトル本体を得ることが
できる。このことによって、この内視鏡洗浄消毒装置において消毒用ボトルの大容量化に
対応することができる。
【００６２】
　なお、上述した実施形態においては、消毒液用トレー１２を装置本体２内に収容すると
き、ユーザーが手のひらを第２摺動部材６の背面６ｃ押し当て行っていた。しかし、消毒
液用トレー１２の装置本体２内への収容は、手動に限定されるものではなく、自動であっ
てもよい。
【００６３】
　図１０乃至図１２を参照して消毒液用トレーをモータ駆動によって装置本体内に収容す
る構成を説明する。
【００６４】
　図１０に示すように本実施形態の内視鏡洗浄消毒装置１Ａは、第１摺動部材５と第２摺
動部材６とで構成された消毒液用トレー１２を備え、装置本体２側は前記消毒液用トレー
１２の第１摺動部材５を引き戻し操作する第１移動機構８と、第２摺動部材６を引き戻し
操作する第２移動機構９とを備えている。
【００６５】
　第１移動機構８及び第２移動機構９は、それぞれ駆動モータ８ａ、９ａと、プーリー８
ｂ、９ｂと、駆動力伝達ベルト８ｃ、９ｃと、操作用チェーン８ｄ、９ｄとを備えて構成
されている。摺動部材５は、駆動モータ８ａが回転され、その回転力が駆動力伝達ベルト
８ｃによってプーリー８ｂに伝達されて回転されることによって操作用チェーン８ｄによ
って移動されて、所定位置に収容される。摺動部材６は、駆動モータ９ａが回転され、そ
の回転力が駆動力伝達ベルト９ｃによってプーリー９ｂに伝達されて回転されることによ
って操作用チェーン９ｄによって移動されて、所定位置に収容される。
【００６６】
　なお、符号５１は第１センサであり、収納部１２ａ内にボトル本体３１が配置された否
かを検出する。符号５２は第２センサであり、収納部１２ａに収納されたボトル本体３１
の口部３５がボトル配設部２７に所定の状態で配設されたか否かを検出する。符号５３は
ロック機構であり、図示しない制御部の制御の基、突出状態の固定ピン５４を没状態に切
換可能である。そして、固定ピン５４は、図示しないバネの付勢力によって突出する。固
定ピン５４が突出されたとき、制御部にその旨を告知する信号を出力する。
【００６７】
　ここで、移動機構８、９によって移動される摺動部材５、６を説明する。
【００６８】
　まず、ユーザーは、消毒液の供給を行うため、消毒液調合ボタンを操作する。すると、
消毒液調合プログラムに基づく制御が開始され、図示しない制御部の制御の基、消毒液用
トレー１２をロック状態にしていた固定ピン５４が解除される。
【００６９】
　ここで、ユーザーは、消毒液用トレー１２を前記図３、図４に示したように引き出し状
態にする。このとき、第１摺動部材５と第２摺動部材６とは、前記制御部の制御の基、例
えば電磁石を備えたストッパ部材４０Ａによって、一体的に固定されている。
【００７０】
　次に、ユーザーは、収納部１２ａ内を空の状態にし、その後、ボトル本体３１を消毒液
用トレー１２の収納部１２ａに配置する。すると、第１センサ５１によってボトル本体３
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１が収納部１２ａ内に配置されたことが検出される。
【００７１】
　ここで、前記制御部の制御の基、第１移動機構８が駆動状態になる。即ち、第１の駆動
モータ８ａが駆動されて、第１操作用チェーン８ｄによる牽引が開始されて、ストッパ部
材４０Ａによって一体に構成された第２摺動部材６及び第１摺動部材５が案内部材２８内
に移動されていく。そして、第１操作用チェーン８ｄの移動に伴って、ボトル本体３１の
口部３５がボトル配設部２７内に案内されていく。
【００７２】
　その後、閉塞部３７の薄肉部３７ａがボトル配設部２７に設けられている閉塞部開放部
（不図示）によって突き破られると略同時に、第１摺動部材５の先端面が第２センサ５２
に当接する。すると、第２センサ５２から制御部に検出信号が出力され、制御部の制御の
基、第１の駆動モータ８ａの駆動が停止されて第２摺動部材６及び第１摺動部材５の押し
込みが停止される。
【００７３】
　この状態において、前記図７に示したようにボトル本体３１内の消毒液が薬液タンク２
５内に供給されていく。そして、薬液タンク２５に供給されたボトル本体３１内の消毒液
が所定水位に到達すると、例えば第２電極センサ８１ｂから制御部に検出信号が出力され
る。
【００７４】
　制御部は、消毒液の希釈を制御する一方、ストッパ部材４０Ａの固定状態を解除する制
御を行い、その後、第２移動機構９を駆動させる。即ち、第２の駆動モータ９ａが駆動さ
れて、第２操作用チェーン９ｄによる牽引が開始されて、第２摺動部材６が第１摺動部材
５に対して移動される。そして、第２操作用チェーン９ｄの移動に伴って、該第２摺動部
材６が第１摺動部材５内に収容されて、ボトル本体３１の形状部３３が徐々に縮小されて
いく。
【００７５】
　第２摺動部材６が第１摺動部材５内に所定の状態で収容されると同時にロック機構５３
の固定ピン５４が突出して、第２摺動部材６を固定保持する。このとき、ロック機構５３
から制御部に検出信号が出力されることによって、制御部の制御の基、第２駆動モータ９
ａの駆動が停止される。そして、第４電極センサ８１ｄから制御部に出力される検出信号
を基に、消毒液調合プログラムに基づく制御を停止する。
【００７６】
　なお、上述の実施形態においては、第１摺動部材５と第２摺動部材６とをそれぞれの移
動機構８、９によって移動させるとしているが、第２摺動部材６だけを移動機構９で移動
させる構成であってもよい。
【００７７】
　また、前述した実施形態においては、消毒液用トレー１２にレバー１２ｂを設け、その
レバー１２ｂの操作によって第１摺動部材５と第２摺動部材６とを一体な状態と、第１摺
動部材５が第２摺動部材６に対して摺動自在な状態に切り換えるとしている。しかし、消
毒液用トレー１２にレバー１２ｂを設けることなく、以下に示すようにしてボトル本体内
の消毒液を薬液タンクに供給するようにしてもよい。
【００７８】
　以下、その実施形態を説明する。　
　本実施形態においては、ボトル本体３１内の消毒液を薬液タンクに供給する際、後述す
るように、押圧部材７の押圧面７ａをボトル本体３１の底部端面３８に当接させた状態に
して、閉塞部３７の開放を行う。そのため、本実施形態においてボトル本体３１の蛇腹形
状部３３は、剛性を高める目的で、その肉厚を前述した実施形態のボトル本体３１の蛇腹
形状部３３の肉厚より厚めに構成している。その他のボトル本体３１の構成は前述した実
施形態と同様である。
【００７９】
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　一方、図１３、図１４に示すように本実施形態の消毒液用トレー１２Ａは、第１摺動部
材５Ａと、第２摺動部材６Ａとを備えて構成されている。
【００８０】
　図１３に示すように第１摺動部材５Ａにおいては、前記第１摺動部材５の手元側底面の
外部に設けられていたストッパ部材４０が取り除かれている。そして、第２摺動部材６Ａ
においては、第１摺動部材５Ａからストッパ部材４０を取り除いた構造に伴って、ストッ
パ部材４０のピン４１を操作するためのレバー１２ｂ及び該レバー１２ｂの操作に伴って
突出されたピン４１が配置される穴４２を不要にしている。　
　その他の構成は上述した実施形態と同様であり、同部材には同符号を伏して説明を省略
する。
【００８１】
　本実施形態において、ユーザーは、消毒液を薬液タンク２５に供給するにあたって、例
えば消毒液用ボトル３０Ｂを用意する。そして、ユーザーは、消毒液用トレー１２Ａの引
き出し操作を行う。すると、ユーザーの引き出し操作に伴って、第２摺動部材６Ａが第１
摺動部材５Ａに対して所定量引き出されて、レール部６ｄの図示しない抜け止め部が長溝
（不図示）の手元側端に当接する。この当接状態において、ユーザーがさらに第２摺動部
材６Ａを前方側に引き出す操作を続けることによって、第２摺動部材６Ａと第１摺動部材
５Ａとが一体で引き出される。
【００８２】
　次に、ユーザーは、ボトル本体３１Ｂを消毒液用トレー１２Ａの収納部１２ａに配置す
る。このとき、ユーザーは、前記図１１と同様に第１摺動部材５Ａに設けられている一対
の係合部５ｂに、ボトル本体３１Ｂに備えられている一対の保持溝３４を配置する。この
ことによって、ボトル本体３１Ｂの口部３５が収納部１２ａ内の所定位置に配置される。
【００８３】
　次いで、ユーザーは、消毒液用トレー１２Ａを装置本体２内に収容するため、トレー前
面、即ち第２摺動部材６Ａの背面６ｃに例えば手のひらを当て、該第２摺動部材６Ａを装
置本体２側に向けて押し進める。すると、第２摺動部材６Ａが第１摺動部材５Ａに対して
移動されて、押圧部材７の押圧面７ａがボトル本体３１の底部端面３８に当接する。する
と、ユーザーの背面６ｃを押す力量が押圧面７ａ、ボトル本体３１Ｂ、保持溝３４、係合
部５ｂに伝達されて、第２摺動部材６Ａと第１摺動部材５Ａとが一体で案内部材２８内に
導かれていく。
【００８４】
　そして、ユーザーが、さらに、第２摺動部材６Ａの背面を押圧することによって、第２
摺動部材６Ａ及び第１摺動部材５Ａが一体的に移動されて、前記図６に示したように閉塞
部３７の薄肉部３７ａにボトル配設部２７に設けられている閉塞部開放部２９が当接する
。ここで、ユーザーが、第２摺動部材６Ａの背面を押圧し続けることによって、その力量
がボトル本体３１Ｂを介して係合部５ｂに伝達され続ける。そして、第２摺動部材６Ａ及
び第１摺動部材５Ａが一体的に移動して、閉塞部３７の薄肉部３７ａが閉塞部開放部２９
によって突き破られ、それと略同時に、口部３５の先端面がボトル配設部２７の底部２７
ａに当接する。このとき、ユーザーは、第２摺動部材６Ａの背面を押圧することを停止す
る。
【００８５】
　この状態において、ボトル本体３１Ｂ内に貯留されていた消毒液が該ボトル本体３１Ｂ
内から排出されて薬液タンク２５内に供給されていく。そして、薬液タンク２５に供給さ
れたボトル本体３１Ｂ内の消毒液が第３電極センサ８１ｃの検出する第２消毒液水位に到
達すると、例えばブザーが発報されてユーザーにボトル本体３１Ｂ内の消毒液が全て薬液
タンク２５内に供給されたことが報知される。
【００８６】
　ブザーによってボトル本体３１Ｂ内の消毒液の排出を確認したとき、ユーザーは、再び
背面６ｃを押圧する。すると、係合部５ｂによって保持溝３４が保持されていることによ
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って、第２摺動部材６が第１摺動部材５に対して移動され、その移動に伴って押圧部材７
の押圧面７ａが底部端面３８を押圧して蛇腹形状部３３Ｂを徐々に押し潰していく。そし
て、第２摺動部材６Ａの当接部６ｂが第１摺動部材５Ａの当接面５ｄに当接したとき、即
ち第２摺動部材６Ａの背面６ｃと装置正面２ｆとが略面一致状態になったとき、蛇腹形状
部３３Ｂが第２形状である縮小形状に変形される。
【００８７】
　このように、ボトル本体の蛇腹形状部の肉厚を厚めに構成する一方、第１摺動部材から
ストッパ部材を取り除き、第２摺動部材からレバー及びそのレバーの操作に伴って突出さ
れたピンが配置される穴を不要にして内視鏡洗浄消毒装置を構成する。このことによって
、第２摺動部材と第１摺動部材とを移動させて、ボトル本体内の消毒液を薬液タンク内に
供給すること及びボトル本体の蛇腹形状部を縮小させることができる内視鏡洗浄消毒装置
の構成を簡略にすることができる。　
　その他の作用及び効果は前述した実施形態と同様である。
【００８８】
　図１５乃至図２１を参照して本発明の第２実施形態を説明する。　
　図１５に示すように内視鏡洗浄消毒装置１Ｂは、使用済みの内視鏡を洗浄、消毒するた
めの装置であり、装置本体２Ａと、その上部に、開閉自在に接続されたトップカバー３Ａ
とにより主に構成されている。
【００８９】
　装置本体２Ａとトップカバー３Ａとは互いに対向する位置関係で設けられ、該トップカ
バー３Ａに設けられている例えばラッチ３ｂによって、トップカバー３Ａが装置本体２Ａ
に備えられている洗浄消毒槽の内視鏡収納口を塞ぐように構成されている。
【００９０】
　装置本体２Ａの上面２ｕであって、操作者が近接する装置正面２ｆとは対向する側には
注液口６０の開口６０ａが設けられている。注液口６０は、保持部６１と接続部（図１７
の符号６２参照）とを備えて構成されており、注液口６０の開口６０ａは内視鏡収納口に
隣設している。注液口６０の保持部６１にはボトル本体３１Ｃの口部３５Ｃが保持される
ようになっている。一方、注液口６０の接続部６２には薬液タンク６３に消毒液を供給す
る薬液管路６４の一端が接続されるようになっている。
【００９１】
　前記装置本体２Ａの保持部６１には図１５及び図１６に示すボトル本体３１Ｃの口部３
５Ｃが配設される。消毒液用ボトル３０Ｃは、消毒液が貯留される光透過性を有する透明
、或いは半透明な筒状のボトル本体３１Ｃであって、該ボトル本体３１Ｃは剛性部３２Ｃ
と、蛇腹形状部３３Ｃとを備えている。
【００９２】
　剛性部３２Ｃの先端側には、貯留されている消毒液が排出される開口３５ａを備える略
円筒形状の口部３５Ｃが設けられている。口部３５Ｃには例えば破線で示すキャップ３６
Ｃを取り付けられるようにしてもよい。
【００９３】
　口部３５Ｃ内には開口３５ａを閉塞する閉塞部（図１７の符号３７Ｃ参照）が設けられ
ている。閉塞部３７の外周は薄肉部３７ａとして構成され、該薄肉部３７ａは口部３５Ｃ
の内周面全体に渡って設けられている。
【００９４】
　蛇腹形状部３３Ｃは、貯留されていた消毒液がボトル本体３１Ｃ内から排出された後、
開口３５ａに対向する底面側の底部端面３８を該開口３５ａ側に向けて押圧することによ
って、押しつぶし可能（図２０参照）な縮小部である。つまり、蛇腹形状部３３Ｃは消毒
液が貯留されている第１形状と、消毒液がボトル本体３１Ｃ内から排出された後、底部端
面３８を押圧して押しつぶされた第２形状とに変形可能である。
【００９５】
　図１７に示すように注液口６０を構成する接続部６２は、太径部６２ａと細径部６２ｂ
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とを備えている。太径部６２ａと細径部６２ｂとの境界部に構成される段部内面は、口部
３５Ｃの先端面が当接する位置決め面６２ｃになっている。
【００９６】
太径部６２ａの一端には折り曲げ部６２ｄが形成されており、この折り曲げ部６２ｄが装
置本体２Ａの上面２ｕに締結部材である例えばビス（不図示）によって一体的に固定され
ている。このことによって、接続部６２は、装置本体２Ａの所定位置に強固に一体的に固
定される。
【００９７】
　太径部６２ａの外周面には薬液管路６４の一端側開口が連結される連結部材６５が溶接
、或いは半田等によって接合固定されている。薬液管路６４の他端側開口は薬液タンク６
３内に臨まれるように配置されている。一方、接続部６２の細径部６２ｂの内周面には閉
塞部開放部６６の管部６６ｅがスポット溶接等によって一体的に接合固定されている。閉
塞部開放部６６は、一端側から順に、刃部６６ａ、拡張面部６６ｂ、押圧部６６ｃ、逃が
し部６６ｄ、及び管部６６ｅを備えて構成されている。なお、前記閉塞部開放部２９もこ
の閉塞部開放部６６と同様な構成である。
【００９８】
　一方、注液口６０を構成する保持部６１は管状部材であって、太径部６２ａの内孔に連
通する貫通孔を備えている。保持部６１は装置本体２Ａの上面２ｕに例えば半田等によっ
て一体的に固定されている。保持部６１の貫通孔には水密を保持するＯリング６７が配設
されている。Ｏリング６７は、口部３５Ｃの外周面に対して密着するように構成されてい
る。
【００９９】
　上述のように構成した消毒液用ボトル３０Ｃと、内視鏡洗浄消毒装置１Ｂとの作用を説
明する。
【０１００】
　まず、ユーザーは、消毒液を薬液タンク６３に供給するにあたって、消毒液用ボトル３
０Ｃを用意する。そして、ユーザーは、ボトル本体３１Ｃの口部３５Ｃを注液口６０の保
持部６１に配設する。このとき、ユーザーは、口部３５Ｃを保持部６１の貫通孔である開
口６０ａを介して挿通する。口部３５Ｃが保持部６１の貫通孔内に挿通されると、Ｏリン
グ６７が口部３５Ｃの外周面に密着して挿通抵抗が増す。
【０１０１】
　ここで、ユーザーは、Ｏリング６７の弾性力に抗して口部３５Ｃの先端面を位置決め面
６２ｃに向けて挿通していく。すると、閉塞部３７Ｃの薄肉部３７ａに閉塞部開放部６６
の刃部６６ａが当接する。ユーザーは、Ｏリング６７の弾性力及び閉塞部３７Ｃの抵抗力
に抗して口部３５Ｃを押し進める。このことによって、図１８に示すように閉塞部３７Ｃ
の薄肉部３７ａが閉塞部開放部６６によって突き破られて、消毒液が連結部材６５に連結
された薬液管路６４を介して薬液タンク６３内に供給されていく。このとき、Ｏリング６
７が口部３５Ｃの外周面に密着して水密が確保されている。また、閉塞部３７Ｃが突き破
られると略同時に、口部３５Ｃの先端面が位置決め面６２ｃに当接して押し込みが停止さ
れて、ボトル本体３１Ｃの注液口６０への装着が完了する。
【０１０２】
　ボトル本体３１Ｃを注液口６０に装着した状態において、ボトル本体３１Ｃ内に貯留さ
れていた消毒液が該ボトル本体３１Ｃ内から排出されて薬液タンク６３内に供給されてい
く。そして、ボトル本体３１Ｃ内の消毒液が全て排出されたことをユーザーが目視にて確
認したなら、図１９に示すようにボトル本体３１Ｃの底部端面３８を例えば手のひらで矢
印に示すように押圧する。
【０１０３】
　すると、第１の形状であった蛇腹形状部３３Ｃが徐々に押し縮められて、該蛇腹形状部
３３Ｃが図２０に示すように第２形状である縮小形状に変形される。このことによって、
装置本体２Ａの上面２ｕには蛇腹形状部３３Ｃを第２形状に変形されたボトル本体３１Ｃ
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が据え置かれる。
【０１０４】
　このことによって、蓋部材を用意することなく、開口６０ａをボトル本体３１Ｃによっ
て塞いだ状態に保持することができる。
【０１０５】
　また、内視鏡を内視鏡収納口を介して洗浄消毒槽内に収容する際等にトップカバー３Ａ
を開閉操作するとき、開口６０ａを塞ぐボトル本体３１Ｃの蛇腹形状部３３Ｃが第２形状
に変形されているため、トップカバー３Ａのボトル側縁部（図１５等の符号３ｃ参照）が
ボトル本体３１Ｃに接触して、開閉操作を妨げることを防止することができる。
【０１０６】
　具体的には図２０、図２１に示すようにボトル本体３１Ｃの蛇腹形状部３３Ｃが二点鎖
線に示すように第１形状である場合には、トップカバー３Ａを矢印（図２０参照）に示す
ように閉状態から開状態にするとき、該トップカバー３Ａの縁部３ｃがボトル本体３１Ｃ
を構成する前記第１形状の蛇腹形状部３３Ｃに当接して作業性を損なう虞れがある。これ
に対して、実線に示すように蛇腹形状部３３Ｃを第２形状に変形させた場合には、トップ
カバー３Ａの縁部３ｃがボトル本体３１Ｃに当接することが防止される。
【０１０７】
　このように、装置本体の上面に据え置かれる形態のボトル本体に剛性部と蛇腹形状部と
を設け、据え置き状態において、蛇腹形状部を第２形状に変形させることによって、トッ
プカバーの開閉操作を良好に行える。したがって、内視鏡洗浄消毒装置１Ｃの外形形状は
、図２１の二点鎖線に示すように第１形状のボトル本体３１をトップカバーの開閉時に支
障のない位置に配置させる構成である二点鎖線に示す大きさの内視鏡洗浄消毒装置１Ｄに
比べてｗ寸法だけ幅寸法を小さくすることができる。
【０１０８】
　また、ボトル本体を、装置本体の上面に開口を有する注液口に装着して消毒液を薬液タ
ンクに供給する構成にしたことによって、装置本体から消毒液ボトルが収納される収納部
を有する消毒液用トレーが不要にして内視鏡洗浄消毒装置の更なる小型化を図ることがで
きる。
【０１０９】
　なお、ボトル本体３１Ｃを注液口６０に配設させた状態において、ボトル本体３１Ｃの
例えば底部に空気抜き用の栓を取り付けることによって、該ボトル本体３１Ｃ内の消毒液
がよりスムーズに薬液タンク６３に供給される。
【０１１０】
　図２２及び図２３を参照してボトル本体の他の構成例を説明する。　
　図２２に示すように本実施形態のボトル本体３１Ｃにおいては、蛇腹形状部３３Ｃの底
部端面３８の中央に薄肉部３８ａを設けている。この薄肉部３８ａには空気抜き用の栓（
以下、空気抜き栓と記載する）３９が取り付けられるようになっている。
【０１１１】
　空気抜き栓３９は、細径に構成された刃部３９ａと太径に構成された収容部３９ｂとを
備えている。収容部３９ｂには２つのフィルタが配設される凹部３９ｃが備えられ、刃部
３９ａには凹部３９ｃと外部とを連通する貫通孔３９ｄが備えられている。
【０１１２】
　第１フィルタ３９ｅはボトル本体３１Ｃ内の消毒液が外部に漏出することを防止する防
水通気性を有し、第２フィルタ３９ｆはボトル本体３１Ｃ内の消毒液の臭気が外部に漏れ
るのを防止する。防水通気性のフィルタは、気体の通過は良好で、水接触角が大きいこと
によって毛細管現象が生じずに高い撥水性を有する延伸多孔質ポリテトラフロロエチレン
（ＥＰＴＦＥ）等を備えて構成される。
【０１１３】
　空気抜き栓３９の作用を説明する。　
　ボトル本体３１Ｃを注液口６０に装着する際、ユーザーは、予め、ボトル本体３１Ｃの
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薄肉部３８ａに空気抜き栓３９の刃部３９ａを刺入しておく。そして、空気抜き栓３９が
取り付けられた状態のボトル本体３１Ｃを、上述したように注液口６０に装着する。する
と、ボトル本体３１Ｃ内に貯留されていた消毒液が該ボトル本体３１Ｃ内から排出されて
薬液タンク６３内に供給されていく。
【０１１４】
　本実施形態において、ボトル本体３１Ｃの底部端面３８に空気抜き栓３９が取り付けら
れているので、ボトル本体３１Ｃ内の消毒液がよりスムーズに該ボトル本体３１Ｃ内から
排出されていく。
【０１１５】
　そして、ユーザーは、ボトル本体３１Ｃ内の消毒液の排出を視認したなら、ボトル本体
３１Ｃの底部端面３８に手のひらを当てて、蛇腹形状部３３Ｃを図２３に示すように第２
形状である縮小形状に変形させ、このボトル本体３１Ｃを装置本体２Ａの注液口６０に据
え置く。
【０１１６】
　このように、ボトル本体の底部端面に空気抜き栓を取り付けたことによって、口部を鉛
直下方に向けた状態のボトル本体内の空気が、空気栓を介して外部に速やかに排出される
ので、該ボトル本体内の消毒液を速やかに薬液タンクに供給することができる。
【０１１７】
　また、空気抜き栓に第１フィルタと第２フィルタとが備えられていることによって、ボ
トル本体内の消毒液が外部に漏出すること、消毒液の臭気が外部に漏れ出ることを防止す
ることができる。
【０１１８】
　さらに、空気抜き栓を備え、蛇腹形状部を第２形状に縮小させたボトル本体を注液口に
据え置くことによって、該注液口から薬液タンク内の消毒液の臭気が外部に漏れ出ること
を防止することができる。
【０１１９】
　なお、上述したボトル本体３１Ｃにおいては、ボトル本体３１Ｃ内の消毒液がボトル内
から全て排出される前に、視認を怠ったユーザーによって、誤ってボトル本体３１Ｃの底
部端面３８を押圧されることが考えられる。この場合、ボトル本体３１Ｃ内の消毒液が急
激に開口３５ａから流出されることによって、消毒液が注液口６０から外部に漏れ出る虞
れがある。
【０１２０】
　この不具合を防止するため、ボトル本体３１Ｃを注液口６０に装着した際、図２４に示
す保護枠６８を配置する。保護枠６８は筒状の枠体であって、光透過性を有して硬質な透
明樹脂製である。このため、ボトル本体３１Ｃを保護枠で覆った状態において、該ボトル
本体３１内の消毒液の残量を視認することができる。
【０１２１】
　このように、ボトル本体を注液口に装着した段階において、ボトル本体を保護枠で覆う
ことによって、ボトル本体内の消毒液が薬液タンクに供給されている間に、誤ってユーザ
ーがボトル本体の底部端面を押圧する不具合を確実に防止することができる。
【０１２２】
　図２５乃至図２７を参照して本発明の第３実施形態を説明する。
【０１２３】
　図２５に示すように本実施形態の内視鏡洗浄消毒装置１Ｅの装置本体２Ｂの上面２ｕに
は所望する湾曲形状に変形させることが可能で、且つその湾曲形状を保持するフレキシブ
ル管７０が設けられている。フレキシブル管７０の先端部には前記図１７に示した注液口
６０と略同様の構成の口部取付口７１が設けられている。
【０１２４】
　フレキシブル管７０の長さ寸法は、二点鎖線に示すように該フレキシブル管７０の中央
を湾曲させて、一端開口の中心軸線Ａ１と他端開口の中心軸線Ａ２とを略直交させたとき
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、他端開口の端面７２と装置本体２Ｂの側面２ｓとが略同一平面上に位置するように設定
されている。
【０１２５】
　上述のフレキシブル管７０を備える内視鏡洗浄消毒装置１Ｅの作用を説明する。
【０１２６】
　図２５に示すようにフレキシブル管７０を略直立させた状態で、図示しないボトル本体
の口部を口部取付口７１に装着する。　
　次に、図２６に示すようにボトル本体３１Ｄが装着されているフレキシブル管７０の中
途部から口部取付口７１側を前記中心軸線Ａ１に対して例えば略６０度傾けて、消毒液供
給中であることを告知する状態にする。
【０１２７】
　この状態において、ボトル本体３１Ｄの基端側の一部が装置本体２Ｂの外郭線から突出
する状態なので、装置廻りで作業するユーザーの作業性を損なうことが防止される。
【０１２８】
　そして、ボトル本体３１Ｄ内の消毒液が全て排出されたことを確認した後、図２７に示
すように前記中心軸線Ａ１と前記中心軸線Ａ２とが略直交するようにフレキシブル管７０
の中途部を湾曲させる。このことによって、トップカバー３Ａを開閉操作したとき、該ト
ップカバー３Ａがボトル本体３１Ｄに接触して作業に支障を来すことを防止することがで
きる。
【０１２９】
　なお、本発明は、以上述べた実施形態のみに限定されるものではなく、発明の要旨を逸
脱しない範囲で種々変形実施可能である。 
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